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は
じ
め
に

戦
前

、

日
本

に

は
北

海
道

・
本

州

・
四
国

・

九

州

お
よ
び

沖
縄

を
指

す

「内
地

」
と

称

さ
れ

た

地

域

と
、

「外

地

」

と
総

称

さ

れ

た
朝

鮮

・

台

湾

・
関
東

州

・
樺
太

・
南

洋
群

島
な

ど

の
地

域

が
存

在

し
た
。

「外

地

」

と

呼
称

さ
れ

る
地

域

は
、

一
八
九

五

年

日
清

戦
争

の
講
和
条

約

で
あ

る

「下
関
条

約

」

に

よ

っ

て
、

台

湾

が
清

朝

か

ら
割

譲

さ

れ

、

日
本

最
初

の
植

民
地
と

な

っ
た

こ
と

か
ら

は
じ

ま

る
。

こ

の

「外

地
」

と
呼

ば

れ
る
地
域

は
、

そ

の
後

の
日
本

の
対
外

進
出

と
歩

調

を
合

わ

せ
年

と

と
も

に
拡
大

し
、

広

汎
な
地

域

を
指

す

概
念

へ
と
変
化

し

て

い
く

。

こ
の

「外

地

」
と
呼

ば

れ

る
地

域

の
拡
大

を

時

系

列

的

に

並

べ

て

い
く

と

次

の
よ

う

に
な

る
。ま

ず

一
九
〇

五
年

の

「ポ

ー

ツ

マ
ス
条
約

」

に
よ

り
関
東

州

の
租
借

権

お
よ
び

南
樺

太

の
領

有
権

を

ロ
シ
ア
か
ら
譲

渡

さ
れ

、
次

い
で

一
九

一
〇
年

に
は

「韓

国
併

合
」

が
行

わ

れ

る
。

さ

ら

に
、

一
九

一
九
年

の

「
ヴ

ェ

ル
サ

イ

ユ
条

約

」

と
翌

年

の
国
際
連

盟

理
事
会

の
合

意

を
経

書評 岡本真希子著 植民地官僚の政治史359



て
南

洋

群

島

が

日
本

の
委

任

統

治

地

域

と

な

る
。
北

は
サ

ハ
リ

ン
か
ら
南

は

ミ
ク

ロ
ネ

シ
ア

ま

で
、

お
よ

そ
気
候

、

文
化
、

人
種

、
言

語

の

異
な

る
多
様

な

地
域

が

「外
地

」
と

呼
ぼ

れ
た

も

の
で
あ

る

こ
と

が

わ
か

る
。

日
本

は
、

こ
れ

ら
地

域

に
、

外
地

統
治

の
た

め

の
官

庁

を
設

置

す

る
。

朝
鮮

、
台

湾

に
は

そ

れ
ぞ
れ

総
督

府

を
、

関
東

州

に
は
関
東

都
督

府

(後

に
関

東

庁
、

関
東

局

へ
改
組

す

る
)
、

そ

し

て
樺

太

、
南

洋

群
島

に
は
、
樺

太
庁

と
南
洋

庁

が
置

か

れ

る

こ
と
と

な

る
。

本

書

の
主

人

公
と

な

る
も

の
は
、

こ
れ

ら
外

地
統

治
機

構

に
官

吏

と

し

て
任
官

し

た
植

民
地

官

僚

た

ち

で
あ

る
。

朝

鮮

総

督

府

や

台

湾

総

督

府

に
代

表

さ

れ

る
、

こ
れ
ら
外

地

統

治
機

構

は
、
そ

の
組
織

形

態

、

任

官

し

た

人

員
数

な

ど

の
面

か

ら

見

て

も
、

日
本

国
内

の
中
央

官

庁

に
匹
敵

す

る
規

模

を
有

し

て

い
た
。

春

田
哲

吉

の

『
日
本

の
海

外

植

民

地

統

治

の
終

焉

』

(原

書
房

、

一
九

九

九

年

)

に
よ

れ
ば

、

一
九

四

二
年
当

時
、
官

公

吏

の
定

員

は
、

日

本
全

体

で
約

一
六

〇
万

人
と

言

わ

れ

て

い
る
。

こ

の
う
ち
朝

鮮
総

督
府

と
台

湾

総
督

府

の
官

吏

の
総

数

を
合

わ

せ

る
と
三

四
万

人

。

こ
れ

は
、

日
本

の
官

僚
総

数

の
約

二
割

に

あ

た

る
。

し
か

し
、

こ
れ
ほ

ど

の
偉
容

を
誇

り

な
が

ら

も
、

こ
れ

ら
外
地

統
治
機

構

を
支

え
、
植

民
地

統
治

の
実

務

を
担

っ
た
彼

ら
植

民
地

官
僚

た

ち

の

"
肖
像

"

は
意
外

に
も
曖
昧

な
ま

ま

で
あ

っ

た
。

そ

う

し
た
、

い
わ
ば

糸

口
と
な

る

べ
き
部

分

が
曖
昧

で
あ

る
と

い
う

こ
と

が
、

本
書

に

お

い
て
指
摘

さ

れ

る
よ
う

に

「植

民
地

支
配

を

め

ぐ

る
現
在

の
認

識

に
、
数

々

の
誤
解

の
余

地
を

残
す

要
因

と

な

っ
て

い
る
」

(
一
八
頁

)
。

本

書

は

そ

う

し

た
植

民

地

官

僚

を

「
植

民

地

と
本

国

と

の
イ

ン
タ

ー

フ

ェ
イ

ス
」

(
一
九

頁
)
、

す

な

わ
ち
、

二

つ
の
も

の

の
間

に
立

ち

情

報

の
や

り
と

り
な

ど
を
仲

介
す

る
存

在

と
し

て
想
定

し
、

そ

の
官
僚

制
度

、
人

事
、

組
織

運

用
な

ど

の
面

か

ら
検
討

を
試

み

て

い
る
。

本

書

の

構

成

本
書

は
総

ペ
ー
ジ
数

九
九

二
頁

と
千
頁

に
わ

ず

か

に

届

か

ぬ

が
、

内

容

に
富

ん

だ
構

成

と

な

っ
て

い
る
。

そ

の
構
成

は
、

以
下

の
通

り

で

あ
る
。

序
論-

本
書
の
問
題
意
識

2

先
行
研
究
の
検
討
と
本
書
の
課
題

3

本
書
の
構
成

第

一
部

植
民
地
官
僚
制
の
制
度
設
計
と
機
能

秩
序
と
格
差

植
民
地
官
僚
の
人
材

格
と
異
動
の
動
態

第
六
章

高
等
文
官
試
験
合
格
者
と
植
民
地

第
七
章

台
湾
総
督
府
の
高
級
人
事

第
八
章

朝
鮮
総
督
府
の
高
級
人
事

第
三
部

植
民
地
官
僚
を
め
ぐ
る
政
治
構
造

ー

重
層
し
交
錯
す
る
利
害
関
係

第
九
章

朝
鮮
総
督
府
官
僚
と
減
俸

・
加
俸

削
減
反
対
運
動

第
十
章

台
湾
総
督
府
と
減
俸

・
加
俸
削
減

反
対
運
動

終
章-

植
民
地
官
僚
の
制
度
設
計
と
機
能

(第

第
二 第 第 第 第 第
部 五 四 三 ニ ー章 章 章 章

章

植
民
地
官
僚
組
織
の
規
模
と
制
度

植
民
地
統
治
機
構
の
形
成
と
改
変

植
民
地
官
僚
と
制
服

俸
給
制
度
と
民
族
格
差

植
民
地
官
僚
の
任
用
制
度学

歴

・
資
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2M

一
部
)

植
民
地
官
僚
の

「人
材
」
(第
二
部
)

植
民
地
官
僚
を
め
ぐ
る
政
治
構
造

(第

三
部
)

註史
料

・
参
考
文
献

あ
と
が
き

図
表

一
覧

人
名
索
引

本
書
の
内
容

本
書
は
、
全
三
部
、
全
十
章
か
ら
な
る
。

第

一
部

「植
民
地
官
僚
制
の
制
度
設
計
と
機

能
-

秩
序
と
格
差
」
は
五
章
か
ら
な
り
、
植

民
地
官

僚

た

ち
を
支

え
た
組
織

制

度

が

い
か

に

形

成

、
維

持

さ
れ

て
き
た

か
と

い
う

問
題

を
、

官

僚

自
身

に
密

接

に
結
び

つ
い
た

事

柄

で
あ

る

「植

民
地
官

制

の
形
成

」

(第

二
章

)
、

「制

服
」

(第

三
章

)
、

「俸
給

制
度
」

(第

四
章

)
、

「任
用

制
度

」

(
第

五
章

)

と

い
っ
た
問
題

を

取

り
上

げ
論

じ

て

い
る
。

第

一
章

「植

民

地

官

僚
組

織

の
規

模

と

制

度

」

は
、
第

一
部

の
イ

ン
ト

ロ
ダ

ク

シ

ョ
ン
で

あ

り
、

ま

た
本
書

全
体

に
通
底

す

る
植
民

地

に

お

け
る
官

僚
制
度

を
概

観

し

て
い
る
。

こ
の
な

か

に
お

い
て
筆
者

は
、
植
民

地
官

庁

の
官
僚

制

度

は
、
本

国

で
す

で
に
形
成

さ

れ

て

い
た
官

吏

の
等
級

に
よ

っ
て
厳
密

に
規

定

さ
れ

た
身
分

秩

序

が
、

そ

の
ま

ま
持

ち
込
ま

れ

る
形

で
組
織

形

成

が
な

さ
れ

て

い
た

と
す

る
。

そ
し

て
、

こ
れ

ら
植

民
地

に

お
け

る
官

僚
制

度

は
、

日
本

人

の

み
な
ら
ず

、
植

民
地

と
な

っ
た
朝

鮮

や
台
湾

の

現
地

人

を
も
包

み
込

む
も

の
で
も
あ

っ
た

。
植

民
地

に

お
け

る
官

僚

制
度

そ

の
も

の
は
、

「本

国

の
官
僚

制
度

を
移
植

し

た
側
面

を
持

ち

、
他

方

で
、

朝

鮮

人

・
台

湾

人

を
組

み

込

み
/

排

除

す

る
と

い
う
植

民

地

固
有

の
側
面

」

(六

九

頁
)

を
有

し

て

い
た

と
す

る
。

第

二
章

以

下

は
、

第

一
章

に
お

い

て
提

示

さ

れ

た

植

民

地

に
お

け

る
官

僚

制

度

の
枠

組

み
と

な

る
様

々

な

制

度

を

取

り

上

げ

細

説

し

て

い
る
。

そ

の
第

二
章

「植

民

地
統

治
機

構

の

形
成

と
改

変
」

で
は
、
植

民
地

官
庁

を
規

定

す

る

「官
制

」

に
焦
点

を
あ

て
、

そ

の
制
度

の
枠

組

み
と
改

変
過

程
を

枢
密
院

・
内
閣

を
基

軸

と

し

て
明

ら
か

に
し

て

い
る
。
植

民
地

官
制

の
改

変

の
過
程

は
、

植
民

地

に
暮

ら
す

も

の

の
意

向

を
反

映

す

る
こ
と

な
く
、

内
閣

と
枢

密
院

と

の

間

の
力
学

に
よ

っ
て
変
化

し

て

い
く
。

そ

こ
で

は
、

内
閣

が
植

民
地

統
治

機
構

を
自

ら

の
指
揮

下

に
置
く

こ
と
を
希

求

す

る

一
方

で
、
枢

密
院

は
植

民
地

に
対

す

る
内
閣

の
干

渉

を
忌

避
す

る

傾
向

を
有

し

て

い
た
。

こ
う

し
た

、

日
本
本

国

の
政
治

的
構

造

に
よ

り
、
本

来

は
日
本

国
内

と

同

一
の
官
僚

制

を
移
植

し
、

形
成

さ

れ
た
植

民

地

官
僚

制
度

は
、

本
国

と

は
異

な

る
地
域

ご
と

の
固
有

の
制

度

へ
と
変

化

し

て

い
く

こ
と

に
な

る
。第

三

章

「植

民

地

官

僚

と

制

服

」

で

は
、

「官
吏
自

身

を
紀

律
づ

け

る
た

め

の
装
置

」

(
一

五

三
頁

)

と

し

て
の

「制

服
」

に
着

目

し

て

い

る
。
植

民

地

で
は
、

日
本

内
地

の
中

央
官

庁

の

官
僚

た
ち

と

は
異

な
り
、

日
常

的

に
制

服
を
着

用

し

て
い
た
。

こ
れ

は
日
本

が
統

治
す

る
植

民

地
社

会

に
対

し

て
、

官
吏

の

「威

厳
」

を
演

出

す

る
作
用

を
為

し

、
ま

た
同

時

に
、
制

服

を
着

用

す

る
階

級

が
、

日
本

人
官

僚

に
限
定

さ

れ

て

い
た

た

め

に
、

植

民

地

出

身

の
官

吏

た

ち

の

「内

地
人

並

み

の

『
出
世

』

へ
の
憧

れ
」

(
一
五

三
頁
)

を
生

む

一
方

で
、

日
本

人

と
他
民

族

と

の
境
界
線

と

な

る
作

用
を

も
た

ら

し
、

民
族
差

別

の
象

徴
と

も

な

っ
た
。
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第
四
章

「俸
給
制
度
と
民
族
格
差
」
で
は
、

植
民
地
官
僚
の
俸
給
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
植

民
地
官
僚

の
俸
給
体
系
は
、
日
本
国
内
に
お
け

る
俸
給
体
系
と
同

一
の
体
系
を
取
り
つ
つ
も
、

植
民
地
ご
と
に
独
自
の
体
系
を
生
み
出
し
、
国

内
的
体
系
と
植
民
地
的
体
系
が
併
存
す
る
形
を

取
っ
て
い
た
。
こ
の
二
重
構
造
性
が
、
植
民
地

に
お
け
る
民
族
間
格
差
を
生
み
出
す
こ
と
と
な

る
。
植
民
地
の
拡
大
と
と
も
に
、
優
秀
な
人
材

確
保
の
た
め
日
本
人
官
僚

の
俸
給
は
、
増
俸
、

昇
進
な
ど
の
優
遇
措
置
が
採
ら
れ
て
い
く
。
他

方
、
朝
鮮
で
は
、
日
本
人
官
僚
の
俸
給
制
度
と

は
別
立
て
の
民
族
別
俸
給
制
度
が
採
ら
れ
、
日

本
人
官
僚
の
俸
給
よ
り
朝
鮮
人
官
僚
の
俸
給
が

低
く
抑
え
ら
れ
る
な
ど
の
事
例
が
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
格
差
は
、
日
本
国
内
と
植
民
地
双
方
の

俸
給
体
系

が
統

一
さ
れ
た
後
に
も
温
存
さ
れ

る
。
日
本
人
官
僚
に
与
え
ら
れ
た
様
々
な
給
与

面
に
お
け
る
限
定
的
、
特
権
的
処
置
は
、
「内

地
人
官
僚

を
植
民
地

へ
押
し
出
し
て
ゆ
く
役

割
」
(二
二
五
頁
)
を
果
た
し
、
他
方
で
日
本

人
に
限
ら
れ
た
こ
う
し
た
優
遇
は
、
必
然
的
に

朝
鮮
人
や
台
湾
人
な
ど
の
官
僚
と
の
間
に
民
族

間
の
溝
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。

第
五
章

「植
民
地
官
僚
の
任
用
制
度
」
で

は
、
戦
前
に
お
け
る
官
吏
登
用
制
度
で
あ
る

「文
官
任
用
令
」
に
基
づ
い
た
任
用
制
度
と
植

民
地
出
身
者
で
あ
る
朝
鮮
人
、
台
湾
人
を
対
象

と
す
る

「特
別
任
用
制
度
」
を
通
し
、
朝
鮮
、

台
湾
両
総
督
府
の
人
事
政
策
の
相
違
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
内
に
お
け
る
任
用

制
度
で
あ
る

「文
官
任
用
令
」
で
は
、
そ
も
そ

も
植
民
地
出
身
者
を
本
国
に
お
け
る
官
庁
に
採

用
す
る
こ
と
自
体
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か

っ

た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
国
で
の
官
僚
制

度
に
お
い
て
民
族
問
題
を
内
包
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
し

「法
理
」
(二
三
三
頁
)
と

い
う
建
前
上
で
は
、
植
民
地
出
身
者
を
本
国
官

庁
に
採
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
か

っ

た
。

一
方
、
朝
鮮
や
台
湾
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
植
民
地
出
身
者
に
対
す
る
特
別
任
用
令

が
制
定
さ
れ
た
が
、
決
し
て
日
本
人
官
僚
と
植

民
地
出
身
の
官
僚
と
の
間
の
溝
が
埋
ま
る
こ
と

は
な
く
、
結
果
的
に

「官
僚
組
織
の
な
か
に
異

な
る
利
害
や
意
識
を
も

つ
民
族
集
団
」
(二
七

八
頁
)
が
発
生
し
、
両
者
の
対
立
を
孕
む
こ
と

と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
差
別
と
排
除
こ

そ
が
植
民
地
に
お
け
る
官
僚
組
織
を
維
持
し
て

い
く
上

で

は
不
可

欠

な
も

の
と

な

っ
て

い
く

こ

と

に
な

る
。

第
二
部

「植
民
地
官
僚
の
人
材

学
歴

・

資
格
と
異
動
の
動
態
」
は
三
章
か
ら
な
る
。

第
六
章

「高
等
文
官
試
験
合
格
者
と
植
民

地
」
で
は
、
高
等
文
官
試
験
の
合
格
者
た
ち
に

と
っ
て
、
植
民
地
統
治
機
構
は
、
い
か
な
る
選

択
肢
で
あ
っ
た
の
か
を
、
日
本
人
と
植
民
地
出

身
両
方
の
高
等
文
官
試
験
合
格
者
の
進
路
か
ら

検
討
を
加
え
て
い
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
高
文

試
験
合
格
者
と
な
る
こ
と
は
、
高
級
官
僚

へ
の

道
が
開
け
た
こ
と
を
意
味
し
、
日
本
と
い
う
国

家
の
枠
組
み
の
な
か
に
お
い
て
進
路
選
択
の
自

由
度
は
高
く
、
植
民
地
統
治
機
構
へ
の
任
官
は

「次
善
の
選
択
」
(ゴ
ニ

七
頁
)
で
あ
る
と
い
う

位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、

植
民
地
統
治
機
構
は

「二
流
の
官
庁
」
(一一=

七
頁
)
で
あ
り
、
不
況
時
に
お
け
る
余

っ
た
高

文
試
験
合
格
者
の
受
け
皿
と
し
て
の
機
能
を
持

た
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

植
民
地
出
身
者
の
高
文
試
験
合
格
者
に
と
っ

て
の
植
民
地
統
治
機
構
と
は
、
い
か
な
る
就
職

先
で
あ

っ
た
の
か
。
植
民
地
出
身
者
に
と

っ
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て
、
教
育

制

度

や
言
語

的

な

ハ
ン
デ

ィ
キ

ャ

ッ

プ

を
克

服

し
、
高

文
試

験

に
合

格

し
日
本

の
官

庁

へ
任

用

さ
れ

る

こ
と

は
、

必
ず

し
も
高
級

官

僚

へ
の
道

を
歩

み
始

め

る

こ

と

を

意

味

し

な

か

っ
た
。

朝
鮮

に

お

い
て

は
、

朝

鮮

人

が
高
文

試
験

合

格

者

で
あ

る

こ
と

は
、

「朝

鮮

へ
も

ど

る
際

に

の
み
有
効

な
片

道
切

符

」

(
ゴ
=

八

頁
)

で
あ

る

に
過
ぎ

ず

、
朝

鮮
総

督
府

に
任

用

さ
れ

た
と

し

て
も
、
同

じ
高
文

試

験

合
格

者

で
あ
る

日
本

人
官
僚

と

は
、
総
督

府

内

で

の
待

遇

は
厳
然

と

区
別

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

朝
鮮

社

会

か
ら

は
白

眼
視

さ
れ

る
も

の

で
あ

っ
た
。

一
方

、
台

湾
人

に
お
け

る
高

文

試
験

合
格

と

い
う
資

格

の
有
効

性

は
、

朝
鮮

人
高

文

試
験

合

格
者

に
比

べ
、
極

め
て
限

定
的

な

も

の

で
あ

っ

た
。

台
湾
総

督
府

は
、

台

湾

人
有
資

格

者

の
採

用

に
消
極
的

で
あ
り
、

た

と

え
採

用

さ
れ
た

と

し

て
も

「飼

い
殺

し

に
近

い
状

態

」

(一一=

八

頁
)

で
あ

っ
た

。
ま

た
、

台
湾

人
有

資
格

者

の

な

か
か

ら
は
、

こ
う

し
た

状

況

か
ら
抜

け
出

す

べ
く
内
地

の
官

庁

へ
進

む

者

も

い
た
が

、
そ

れ

も
大

勢

に
影
響

を
与

え

る
ほ

ど

の
数

に
は

の
ぼ

ら
な
か

っ
た
。

つ
づ
く
第
七
章

「台
湾
総
督
府

の
高
級
人

事
」
、
第
八
章

「朝
鮮
総
督
府
の
高
級
人
事
」

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
台
湾
、
朝
鮮
両
総
督
府

の

局
、
部
長
お
よ
び
課
長
、
地
方
庁
長
の
具
体
的

な
人
事
編
制
、
そ
し
て
、
登
用
さ
れ
た
人
材
の

資
質
と
異
動
の
動
態
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
分
析

の
着
目
点
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
植

民
地
官
僚
が
各
々
の
任
地

へ
の
着
任
、
離
任
の

時
期
、
お
よ
び
着
任
前
、
離
任
後
の
役
職
な
ど

植
民
地
社
会
と
の
関
わ
り
方
の
流
動
性
、
次
に

「本
府
ー
地
方
庁
と
の
関
連
」
(三
二
七
頁
)、

学
歴
、
資
格
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
に
加

え
、
植
民
地
出
身
官
僚
の
存
在
を
視
野
に
入
れ

な
が
ら
、
台
湾
、
朝
鮮
両
総
督
府
の
人
事
を
、

ほ
ぼ
全
時
期
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
い
る
。

台
湾
総
督
府
の
人
事
は
、
基
本
的
に
現
地
人

で
あ
る
台
湾
人
を
排
除
す
る
形
で
、
日
本
人
官

僚
の
み
で
そ
の
組
織
が
維
持
さ
れ
た
、
こ
れ
は

日
本
に
よ
る
台
湾
領
有
直
後
か
ら
敗
戦
に
至
る

ま
で

一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た

(三
二
七
-
三

二
八
頁
)。
こ
れ
ら
台
湾
総
督
府
の
日
本
人
高

級
官
僚
の
人
事
異
動
に
は
、
二
つ
の
潮
流
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
第

一
に
、
総
督
府
の
首
脳
部
を
形
成
す

る
、
総
督
お
よ
び
局
長
ク
ラ
ス
の
人
事
で
あ

る
。
彼
ら
の
存
在
は
本
書
に
お
い
て

「移
入
官

吏
」
と
よ
ば
れ
、
台
湾
在
勤
経
験
は
な
く
常
に

本
国
か
ら
随
時
投
入
さ
れ
る
高
級
官
僚
た
ち
を

指
す
。
移
入
官
吏
と
し
て
代
表
的
な
存
在
と
し

て
、
総
督
が
挙
げ
ら
れ
る
。
総
督
は
文
官
、
武

官
を
問
わ
ず
、
常
に
本
国
か
ら
着
任
し
、
台
湾

在
勤
経
験
者
が
総
督

に
登
用
さ
れ
る
こ
と
は
、

全
時
期
を
通
し
て
皆
無
で
あ
っ
た
。
他
方
、
彼

ら
移
入
官
吏
た
ち
は
総
督
の
更
迭
や
内
閣
の
交

代
な
ど
の
日
本
国
内

の
政
治
状
況
に
よ
っ
て
、

そ
の
去
就
が
左
右
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

彼
ら
の
人
事
の
推
移
は
、

一
九

一
〇
年
代
ま

で
は
総
督
府
に
お
け
る
軍
部
の
勢
力
が
維
持
さ

れ
た
た
め
に
、
大
量
登
用
さ
れ
る
機
会
は
多
く

な
か
っ
た
。

一
九
二
〇
年
代
に
入
り
、
政
党
勢

力
の
伸
長
と
そ
れ
に
と
も
な
う
軍
部
の
勢
力
低

下
と
い
う
日
本
国
内

の
政
治
状
況
が
反
映
さ
れ

る
か
た
ち
で
、
移
入
官
吏
の
登
用
が
増
加
し
て

い
く
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
台
湾
在
勤
経
験

者
と
移
入
官
吏
が
混
用
さ
れ
て
き
た
民
政
長

官
、
総
務
長
官
が
総
督
と
去
就
を
と
も
に
す
る

移
入
官
吏

の
占
め
る
地
位

へ
と
変
化
し
て
い
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く
。

ま

た
、
武

官
総

督

か

ら
文

官
総

督

へ
と
移

行

し

て

い
く

な
か

で
、

政
党
系

の
官

吏

が
増
加

し

て

い
く

こ
と
と

な

る
。

一
九

二
〇
年
代

後
半

か

ら
三
〇

年
代

初
頭

に
か

け

て
は
、
台
湾

総
督

府

の
人
事

は
、

朝
鮮

総

督
府

の
人

事
と

は
異

な

り
、
本

国

の
内

閣

の
交

代

と
と
も

に
総
督

や
首

脳
部

が
頻

繁

に
入

れ
替

わ

る
と

い
う
状

況
が

見

ら

れ
る

よ
う

に
、
直

接

的

な
影
響

を
受

け

る
よ

う

に
な

っ
て
い
く
。

こ
う

し
た
、

い
わ
ば

植

民
地

を
中
継

地
点

と

し

て

い
く
官

僚

た

ち

と
は
別

の
潮

流
も
存

在

し

た
。
第

二

の
潮

流

は
、

本

国
と

の
相
互

異
動

が

な

く
、

「台

湾

を

範

囲

と

し

て

"
固
着

"

す

る

よ

う

に
勤
務

し

つ
づ

け

た
」

(
三
七

七
頁

)
在

来

官
吏

た

ち

が
挙
げ

ら
れ

る
。

在
来

官
吏

は
、
台

湾

総
督

府
創

設

以
来
、

台

湾

在
勤

経
験

を

蓄
積

し

て
き
た

日
本
人

官
僚

た

ち
だ

っ
た

。
彼

ら

は
、

基

本
的

に
台
湾

島
内

を

巡
回

す

る
よ

う
な
形

で

の
勤
務

を
繰

り
返

し

て

お
り
、

そ

の
異

動
範

囲

も

台
湾
島

内

に
限

ら
れ

て

い
る
。

そ

の
な

か

で
、

基
本

的

に
現
地
人

で

あ

る
台

湾

人
を

含

ま
な

い
組
織
内

部

で
、
第

一

部

に

お

い

て
言

及

さ

れ

た
制

服
制

度

(
第

三

章

)

や
、

俸

給

に

お

け

る
優

遇

制

度

(第

四

章
)
な
ど
に
よ
っ
て
、
「台
湾
的
精
神
」
(三
七

七
頁
)
と
よ
ば
れ
る
独
自
の
意
識
を
形
成
し
て

い
く
。
ま
た

一
九
四
〇
年
代
に
入
り
ア
ジ
ア

・

太
平
洋
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
、
総
督
府
官
僚
の

南
方
軍
政
へ
の
転
出
が
行
わ
れ
る
に
あ
た
り
、

在
来
官
吏
た
ち
は
総
督
府
や
地
方
庁
の
主
要
な

ポ
ス
ト
を
占
め
、
い
わ
ゆ
る

「皇
民
化
政
策
」

を
推
進
し
て
い
く
立
場
と
な

っ
て
い
く
。
ま
た

同
時
に
、
台
湾
人
の
官
僚
や
下
級
職
員
の
増
加

が
進
み
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
総
督
府

組
織
内
に
お
け
る
民
族
問
題
を
孕
む
こ
と
に
な

る
。第

八
章

「朝
鮮
総
督
府
の
高
級
人
事
」
で

は
、
第
七
章
と
同
様
の
手
法
で
分
析
が
行
わ
れ

て
い
る
。

朝
鮮
総
督
府
の
人
事
と
台
湾
総
督
府
の
人
事

の
相
違
点
は
、
高
級
官
僚
に
日
本
人
と
現
地
人

で
あ
る
朝
鮮
人
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
両
者
の
関
係
は
決
し
て
対
等
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
が
、
台
湾
で
は
あ
る
時
期
ま
で
は
皆

無
に
近
か
っ
た
民
族
間
の
問
題
を
当
初
よ
り
内

包
し
た
人
事
形
態
を
有
し
て
い
た
。

内
地
人
官
僚
の
人
事
は
、
や
は
り
台
湾
と
同

様
に
移
入
官
吏
と
在
来
官
吏
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た
。

朝

鮮
総

督
府

に
お
け

る
移

入
官
吏

は
、

基
本

的

に
台
湾

総
督

府

の
人
事

と

同
じ
く

、
常

に
本

国

か
ら
総

督

あ
る

い
は
政

務
総

監
、

局
長

な

ど

の
役

職

に
着
任

し

た
。

し
か

し
、
台

湾
総
督

府

と
異

な

る

の
は
、
総

督
と

な

っ
た
斎
藤

実

や
宇

垣

一
成

な
ど
す

で
に
朝
鮮

で
の
在

勤
経

験

の
あ

る

も

の
が
登
用

さ

れ
た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
う

し

た
状

況

の
背

景

と
し

て
、
台
湾

総
督

府

と

は

異

な
り
、
朝

鮮

総
督
府

は
そ

の
創

設

以
前

に
、

統

監

府
時
代

の
官

僚

た
ち

が
す

で
に
存

在

し

て

お

り
、
統
監

府

の
官
僚

た

ち
を
引

き
継

ぐ

形

で

組

織

形
成

が
な

さ
れ

た
た

め

に
、
新

た
な
移

入

官

吏

を
大

量

に
登
用

す

る
必
要

が
な

か

っ
た
た

め

で
あ

る
、
と

さ
れ

る
。

ま
た
、

第

二
章

で
も

述

べ
ら

れ
て

い
る
よ

う

に
、
政
党

内
閣

の
植

民

地

へ
の
干
渉

を
嫌

っ
た
枢
密

院
側

の
意

向

が
反

映
さ

れ

て

い
た

た
め

に
、
容

易

に
総
督

を
更

迭

す

る

こ
と

が

で
き

な

い
状
況

が

あ

っ
た
。

そ

の

た

め
、
枢
密

院
と

の
対

立

を
回
避

し

た

い
政

党

内

閣

に
と

っ
て
、
朝

鮮

総
督

の
人

事

は

「迂

闊

に
着

手

で
き
な

い
イ

シ

ュ
ー

」

(
五
六

〇

頁

)

と
な

っ
て

い
た
。

こ
う

し

た
、
朝

鮮
内
部

で

の

要

因

と
国
内

の
政
治

状

況

に
よ

っ
て
、
朝

鮮

に
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お
け
る
移
入
官
吏
の
登
用
は
、
抑
制
さ
れ
る
傾

向
を
有
し
て
い
た
。

一
方
、
在
来
官
吏
の
人
事
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
統
監
府
時
代
か
ら
す
で
に
そ
の
層
を
形
成

し
て
お
り
、

一
九
二
〇
年
代
に
は
、
朝
鮮
内
で

の
異
動
と
昇
進
を
繰
り
返
し
、
三
〇
年
代
か
ら

四
〇
年
代
に
か
け
て
総
督
府
の
主
要
な
ポ
ス
ト

を
占
め
る
ま
で
に
、
人
的
蓄
積
が
な
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
と
は
ま
た
別
に
、
朝
鮮
人
官
僚
は
日

本
人
在
来
官
吏
と
同
様
に
朝
鮮
内
を
異
動
の
範

囲
と
し
、
本
国
と
植
民
地
を
行
き
来
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
基
本
的
に
朝
鮮
人
の
た

め
に
設
け
ら
れ
た
ポ
ス
ト
内
で
昇
進
と
異
動
を

繰
り
返
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
総
督
府
の
官
僚
人
事
は
、

基
本
的
に
本
国
か
ら
の
移
入
官
吏
を
拒
み
、
在

勤
経
験
者
を
中
心
と
す
る
在
来
官
吏
を
基
盤

と
し
て
構
成
さ
れ
、
「本
国
と
は
相
対
的
に
固

有
の
官
僚
組
織
と
し
て
維
持
さ
れ
」
(五
六
二

頁
)
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

最

後
と

な

る
第

三
部

「植

民
地
官

僚

を

め
ぐ

る
政

治
構

造
」

は
、
全

二
章

か
ら
な

る
。

第

三
部

で
は
、

一
九

一
=

年

と

一
九

三

一
年

の
減

俸

・
加
俸

問
題

に
注

目
し
、

第

一
部

、
第

二
部

で

の
議

論

を

叩

き
台

と

し

て
、

「
本

国

・

植

民
地

の
諸

ア
ク

タ

ー
」

(
八
〇

三

頁
)

を

利

害

関

係

に
沿

っ
て
分

節

化

し
、

グ

ル
ー

プ

化

し
、

そ

の
諸
勢

力

の
対
抗

・
提
携

・
妥
協

の
政

治
的

過
程

を
追

い
、

結
果

的

に
植

民

地
官
僚

の

意
志

が
本

国
政

府

の
政
策

を
頓
挫

さ

せ
た
プ

ロ

セ

ス
を

明
ら

か

に
し

て
い
る
。

第

九
章

、
第

十
章

で
は
朝

鮮
総

督

府
、

台
湾

総
督

府

そ
れ

ぞ
れ

の
減
俸

・
加
俸

問

題
を

取
り

上
げ

て

い

る
。

「減

俸

・
加

俸

問

題

」

に
対

す

る
両

者

に
共
通

す

る
特
徴

と

し

て
、

減
俸

・
加

俸
と

い
う
政
府

方
針

に
対

し

て
、

日
本
国
内

、

植
民

地

双
方

に
賛
成

意
見

と
反

対
意

見

が
併
存

し

て

い
た
。

し
か

も
、
対

立
す

る
諸

勢
力

は
、

そ

れ
ぞ

れ

に
本

国

と
植
民

地
間

で
利

害

を
と

も

に

す

る
勢

力

と
連

携

、

協

力

す

る
動

き

を

み

せ
、

単
純

に
国
内

の
問
題

、

あ

る

い
は
植

民
地

の
問

題

と

し

て
切

り
離

し

て
論

じ

が
た

い
複
雑

な
状

況

が
あ

っ
た

。

こ

の
過
程

か

ら
、
本

国
、

植
民

地

が
個
別

の
地
域

と
し

て
完
結

し

て

い
る

の
で
は

な
く

、
両
者

の
利

害
関

係

は
相
互

に
架

橋

し

て
お

り
、
錯
綜

し
て

い
る

こ
と

が
指
摘

さ

れ

て

い
る
。

ま
た
、
植
民
地
在
勤
加
俸
削
減
問
題
は
、
内

地
人
官
僚
内
部
に
お
い
て
も
、
そ
の
利
害
関
係

に
違
い
が
存
在
し
て
い
た
。

朝
鮮
総
督
府
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
問
題

が
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
期
が
朝
鮮
総
督
府
在
勤

経
験
の
あ
っ
た
斎
藤
実
総
督
と
児
玉
秀
雄
政
務

総
監
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
本
国
政
府
の
方

針
が
通
り
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
朝

鮮
人
官
僚
に
は
加
俸
が
支
給
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
に
、
内
地
人
官
僚
と
利
害
が

一
致
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
方
、
台
湾
総
督
府

で
は
、
太
田
政
弘
総
督

と
木
下
信
総
務
長
官
と
い
う
民
政
党
系
総
督
が

登
用
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
朝
鮮
総
督
府
と
は

異
な
り
首
脳
部
を
形
成
す
る
移
入
官
吏
た
ち
の

間
で
は
本
国
政
府
の
意
向
に
一
定
の
配
慮
が
な

さ
れ
た
。

一
方
、
台
湾
在
勤
経
験
者
で
あ
る
在

来
官
吏
た
ち
の
間
で
は
、
内
地
人
の
特
権
擁
護

運
動
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
台
湾
人
た
ち
か

ら
は
、
在
勤
加
俸
に
対
す
る
問
題
に
批
判
が
な

さ
れ
、
民
族
間
の
反
発
を
深
め
る
結
果
と
な
っ

た
。
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む
す
び
に

こ

の
千

頁

に
わ
ず

か
に
届

か

ぬ
本

書

を

は
じ

め

て
手

に
し

た
と
き
、

そ

の
厚

さ

に

一
瞬

読

み

始

め

る

こ
と

を
躊
躇

し
か
け

た
。

し
か

し
、
全

体

を
通

じ

て
非

常

に
平

易
な
文

章

で
書

か
れ

て

お
り
、

ま

た

そ
れ

ぞ
れ

の
章

ご
と

に
小

括

が
付

さ
れ
、

結

章

で
再
度
、
本

書

の
論

点

の
整

理

が

な

さ

れ

て
お

り
、
非
常

に
読

み
や

す

い
も

の
と

な

っ
て

い

る
。

本

書

の
結
章

に

お

い
て
、
著

者

は

「本
国
-

植

民
地

を

架
橋

す

る
政
治

史

の
可

能
性

を

も

っ

ぱ

ら
官

僚

に
即

し

て
論

じ

…

(中

略
)
…
植
民

地

を

め
ぐ

る
政
治

的
な

イ

シ

ュ
ー

は
官
僚

制
度

に

つ
き

る

も

の
で

は
な

い
」

(八

〇

五
頁

)

と

し

て

い
る
。
実

際

、
本
書
第

三
部

に
お

い

て
明

ら

か

に

さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、

植
民

地

を
め

ぐ

る

問
題

は
、
決

し

て
日
本

国
内

や
台

湾
、

朝
鮮
内

部

の

み

で
完

結

す

る
も

の
で

は
な
く
、

本

国
と

植

民

地

が
重

層
的

に
交

錯

し

た

も

の

で
あ

っ

た
。

こ

の
政

治
的
構

造

を
本

国

と
植
民

地
間

を

架
橋

す

る
相

関
関
係

史

と

し

て
捉

え
、

そ

れ
ぞ

れ

の
植

民
地

に
固
有

の
問
題

や
、

本
国

と

の
関

連

、

そ

し

て
植
民
地

そ

れ

ぞ
れ

の
状
況

の
相

違

と

い
う
論
点

は
、

植

民
地
史

に
限

ら
ず
、

日
本

政

治
史

に
新

た

な
側
面

を
提

示

し

た
と
思

わ

れ

る
。ま

た
、
第

一
部

で
は
、
植

民

地
官

僚

を
め

ぐ

る
制
度

の
枠

組

み
が
、

官
制

や
制

服

と

い

っ
た

根

本
部

分

を
膨
大

な

デ
ー

タ
を

も
と

に
綿

密

に

解

き

明
か

さ
れ

て
お

り
、
第

二
部

の
各

章

末

に

付

さ
れ

て

い
る
約

百
頁

近

い
詳
細

な

人
事

録

な

ど

は
、
今
後

、
植

民
地

史

を
研
究

す

る
も

の
に

と

っ
て

一
つ
の
ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

の
よ
う
な

役
割

を
充

分

に
果
た
す

も

の
と

思
わ

れ

る
。

そ

の
意

味

で
、
本
書

の
中

国
語

、

あ

る

い
は
朝

鮮

語

で

の
翻

訳
が
出

版

さ
れ

、
日
本

国
内

だ

け

で
な
く

広

く

ア
ジ

ア
地
域

で
読

ま

れ
、
本

書

の
内

容

が

議
論

さ
れ

る

こ
と
を
望

む

も

の
で
あ

る
。

最

後

に
ひ
と

つ
ご
教

示

い
た

だ
き

た

い
点
を

上
げ

た

い
。

本

書

の
内

容

か

ら

は

若

干

は
ず

れ

て

い

る

が
、
官

僚

た
ち

の
退
職

後

の
履
歴

に

つ
い
て

で

あ

る
。

本
書

は
、

政
治
史

の
枠
組

み

で
語
ら

れ

て

お

り
、

い
わ
ば

植
民

地
官

僚

が

「現

役
」

で
あ

る

時
点

の
記
述

が
中

心
と

な

っ
て
い
る

が
、
官

僚

の
人

生
計

画

と
し

て

の
退

職
後

の
生
活

を
ど

の

よ

う

に
暮

ら

し
た

か
と

い
う
問

題

は
、
植

民
地

に
関

す

る
新

た
な
問

題

を
提

示
す

る

よ
う

に
思

わ

れ

る
。

具
体
的

に
は
、
官

僚

た
ち
、

特

に
本
書

の
中

で
語

ら

れ

て

い

る
在

来

官

吏

た

ち

は
、

退

職

後
、

自

ら
が
勤

務

し
た
植

民
地

で
暮

ら

す

こ
と

を
望

ん

だ

の
か
、

あ

る

い
は
内

地

へ
帰

国
す

る

こ
と

を

望

ん

だ

の

か
と

い
う
点

で
あ

る
。

仮

に
、

帰

国
す

る

こ
と
な
く

、

そ

の
ま
ま
植

民
地

に
残

っ
た
と
仮

定

し
た
場

合
、

彼

ら
官
僚

た

ち

は
、

ひ
と
り

の

一
般

人
と

し

て
余
生

を
過

ご

し

た

の
か
、

あ

る

い
は
植

民

地
社

会

に

一
定

程
度

の
影
響

力

を
も

つ

「名

士

」
と

し

て

の
存

在
と

な

っ
た

の
か
否

か
。

こ
れ

ら

に
光
を

当

て

る
こ

と

は
、
植

民
地

に

お
け

る
日
本

人
社

会

を
解

き

明
か

す
時

に
、

ひ
と

つ
の
重

要

な
要

素

に
な

る

と
思

わ
れ

る
。
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